
 

 

 
 
 
 
 
 

お忘れでは  ありませんか？  
年金の請求を 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

○７０歳になっても、年金は自動的には支払われません。 
 
○年金の受け取りを始めるためには、年金の請求が必要です。

ご相談は、お近くの「年金事務所」、「街角の年金相談センター」または、 

 

 

 

 

○現在、会社にお勤めの方も、年金を受け取る資格を満たしている場合は、請求の手続きを行

ってください。 
 
○給与の額などに応じて年金の支払額の調整が行われる場合がありますが、全額停止の場合を

除き、年金を受け取ることができます。 

５ ６０歳以上で、会社にお勤めの方へ 

 

 

 
 

○厚生年金の加入期間が１年以上あるなどの要件を満たす方に対して支払われる「特別支給の老

齢厚生年金※」については、６５歳になる前に請求しても、年金額が減らされることはありま

せん。速やかに請求を行ってください。 
 ※特別支給の老齢厚生年金：６５歳前に受け取ることができる老齢厚生年金 

４ 厚生年金の加入期間のある方で、「６５歳になってから年金を

受け取ろう」と思っている方へ

 

 

 

○「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の２種類の年金が受け取れます。片方の年金だけを受

け取っている方は、受け取っていない年金についても、あらためて請求を行ってください。 
 

○片方の年金の受け取り開始を繰り下げている方は、７０歳になるまでに年金の請求を行って

ください。 

３ 厚生年金の加入期間のある６５歳以上の方へ 

２ 年金の受け取り開始を６６歳以降に繰り下げている方へ 

お心当たりのある方は、お早めにご相談ください。 

 

○年金の加入期間が２５年未満でも、カラ期間※と合わせて２５年以上あれば年金が受け取れます。 
   ※カラ期間の例：サラリーマンの配偶者であった期間のうち、昭和６１年３月までの間で国民年金に任意加入していなかった期間など 

○生まれた年などにより、２５年未満でも年金を受け取れる場合※があります。 
  ※誕生日が昭和２７年４月１日以前生まれで、厚生年金の加入期間が２０年以上の場合など 

 １ 年金の加入期間が２５年未満の方へ 

 
 
 

「ねんきんダイヤル」  0570-05-1165(※)までお願いします。 
※ＩＰ電話・ＰＨＳからは「０３－６７００－１１６５」にお電話ください。 

有効期限 平成 25 年 3 月 31 日 
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